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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
一

部
納
付
・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
・

学
生
納
付
特
例
制
度
の
承
認
を
受

け
た
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の

金
額
を
計
算
す
る
と
き
に
、
減
額

ま
た
は
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
（
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
す
）
の
で
、

国
民
年
金
保
険
料
を
全
額
納
付
し

た
と
き
に
比
べ
、
受
け
取
れ
る
年

金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

 
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
承
認
を

受
け
た
期
間
は
、

１０
年
以
内
で
あ

れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る
こ

と（
追
納
）が
で
き
ま
す
の
で
、
将

来
受
け
取
る
年
金
額
を
満
額
に
近

づ
け
る
た
め
に
も
、
余
裕
が
で
き

た
と
き
に
追
納
す
る
こ
と
を
お
す

す
め
し
ま
す
。

 
な
お
、
免
除
・
猶
予
な
ど
承
認

を
受
け
た
期
間
か
ら
３
年
度
目
以

降
に
追
納
す
る
場
合
に
は
、
当
時

の
保
険
料
に
経
過
期
間
に
応
じ
た

加
算
額
が
つ
き
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

加
給
年
金
と
は
…

　
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が

２０
年

以
上
（
中
高
齢
の
特
例
の
場
合
は

１５
〜

１９
年
以
上
）
あ
る
夫（
妻
）が
、

老
齢
厚
生
年
金
や
特
別
支
給
の
老

齢
厚
生
年
金
を
受
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
人
に
生
計

を
維
持
さ
れ
て
い
る

６５
歳
未
満
の

妻（
夫
）ま
た
は

１８
歳
未
満
の
子
が

い
れ
ば
、
老
齢
厚
生
年
金
に
加
給

年
金
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

振
替
加
算
と
は
…

　
加
給
年
金
額
の
対
象
者
に
な
っ

て
い
る
妻（
夫
）が

６５
歳
に
な
る
と
、

そ
れ
ま
で
夫（
妻
）の
老
齢
厚
生
年

金
な
ど
に
加
算
さ
れ
て
い
た
加
給

年
金
額
が
打
ち
切
ら
れ
ま
す
。

　
こ
の
と
き
、
加
給
年
金
額
の
対

象
者
で
あ
っ
た
妻（
夫
）が
次
の
条

件
を
満
た
し
た
場
合
に
、
ご
本
人

の
老
齢
基
礎
年
金
に
加
算
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
「
振
替
加
算
」
と
い

い
ま
す
。

「
振
替
加
算
」
の
条
件
 

◆
ご
本
人
が
老
齢
基
礎
年
金
を
受

給
す
る
資
格
を
得
た
と
き
（
満

６５
歳
到
達
時
）
に
お
い
て
、
加

給
年
金
額
の
対
象
と
な
っ
て
い

た
こ
と

◆
生
年
月
日
が
大
正

１５
年
４
月
２

日
か
ら
昭
和

４１
年
４
月
１
日
ま

で
で
あ
る
こ
と

振
替
加
算
の
額

　
大
正

１５
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

２
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
方
に
つ

い
て
は
加
給
年
金
額
と
同
額
（

２２

万
７,
９
０
０
円
）で
、
そ
れ
以
降

年
齢
が
若
く
な
る
ご
と
に
減
額
さ

れ
て
い
き
ま
す
。

　
こ
の
金
額
は
、
昭
和

６１
年
に
国

民
年
金
法
が
改
正
さ
れ
る
ま
で
、

配
偶
者
が
被
用
者
年
金
に
加
入
し

て
い
る
間
の
専
業
主
婦
の
方
は
加

入
義
務
が
な
か
っ
た
た
め
、
満
額

の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な

い
分
を
保
障
す
る
目
的
が
あ
る
の

で
、
若
く
な
る
ほ
ど
安
く
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

手
続
き
に
つ
い
て

　
通
常
は
、
自
動
的
に
加
算
さ
れ

ま
す
が
、
妻（
夫
）が
老
齢
基
礎
年

金
を
受
給
し
始
め
た
後
に
夫（
妻
）

の
老
齢
厚
生
年
金
等
の
受
給
権
が

発
生
し
た
場
合
な
ど
、
手
続
き
が

必
要
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
く
わ
し
く
は
幡
多
社
会
保
険
事

務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
住
民
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
４
３
―
２
８
０
０（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
総
務
課 

住
基
戸
籍
係

蕁
５
５
―
３
７
０
１（
直
通
）

　
高
知
社
会
保
険
事
務
局

　
幡
多
事
務
所

蕁
３
４
―
１
６
１
６（
直
通
）

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

ね
ん
き
ん
コ
ー
ナ
ー

保
険
料
免
除
等
を
受
け
た

期
間
の
追
納
を
お
す
す
め

し
ま
す

加
給
年
金
と
振
替
加
算
に

つ
い
て

追納額（平成20年度・月額）

追納期間 全額免除 半額免除

平成10年度分 16,590円 －

平成11年度分 15,950円 －

平成12年度分 15,320円 －

平成13年度分 14,740円 －

平成14年度分 14,180円 7,090円

平成15年度分 13,970円 6,980円

平成16年度分 13,770円 6,880円

平成17年度分 13,810円 6,910円

平成18年度分 13,860円 6,930円

平成19年度分 14,100円 7,050円

※追納できるのは10年以内の分のみになります

3月14日（土）～3月29日（日）　9：30～15：30
大方生華園内ハウス　雨天決行
花壇苗53円

その他、ラナンキュラス・マーガレット・ゼラニュウム・キンレン
カ・グァバ製品や木工品なども販売しています

知的障害者授産施設 大方生華園 蕁43－3666

（ペチュニア・パンジー・ビオラ・ディジー・クリサン
  セマム・マリーゴールドなど）

大方生華園 春の花まつり大方生華園 春の花まつり大方生華園 春の花まつり

※


